
顧客からの委託注文の取扱い等の明確化に伴う「受託契約準則」等の一部改正について

２０２１年４月２１日

株式会社名古屋証券取引所

Ⅰ．改正趣旨

当取引所は、「受託契約準則」等の一部改正を行い、２０２１年４月２６日から施行します（詳細につ

いては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。

今回の改正は、システム障害等の影響により、当取引所が取引参加者から行われた呼値を取り消さざる

を得ない場合に備え、顧客からの委託注文の取扱い等について明確化することに伴い、所要の対応を行う

ことによるものです。

改正の概要は、以下のとおりです。

Ⅱ．改正概要

１．委託注文の取扱い

・取引所によって取引参加者から行われた呼値を取り消した場合であって

も、原則として、顧客から取引参加者に対する委託注文は有効であるこ

とを明確化します。

・取引所が呼値を取り消した場合でも、取引参加者は顧客の委託注文に関

して再度発注することが原則であることを明確化します。

２．呼値の取消し

・当取引所は、システム障害等による売買停止の場合において、取引参加

者から行われた呼値を取り消すことができることを明確化します。

３．売買再開基準への適合状況等を把握するための取引参加者に対する確認

・有価証券売買責任者を窓口として、全取引参加者に対して行うこととし

ます。取引参加者は、この確認に回答しなければならないものとしま

す。

（備 考）

 受託契約準則第８

条、Ｎ－ＮＥＴ市

場に関する業務規

程及び受託契約準

則の特例第２７条

 受託契約準則第８

条の２、Ｎ－ＮＥ

Ｔ市場に関する業

務規程及び受託契

約準則の特例第２

７条の２

 呼値に関する規則

第３条、Ｎ－ＮＥ

Ｔ市場に関する業

務規程及び受託契

約準則の特例の施

行規則第６条

 業務規程施行規則

第２０条

Ⅲ．施行日

２０２１年４月２６日から施行します。

以 上


